
　
　

市役所は実態調査により
管理不全となった空き家
の所有者に対し行政指導
等を行います

建物の所有者として、
管理不全にならない
ように適正管理する
責務があります

行政指導を受けたが、現在並
びに将来に亘って、空き家の管
理が困難で、解体撤去の措置
を講じようとする所有者に対し
ての補助金制度を設けます

管理不全の空き家を
市役所に情報提供す
る責務があります

本条例は、下図のようなしくみにより施行してまいります。
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